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令和４年神審第４７号 

裁    決 

漁船Ａ遊漁船Ｂ衝突事件 

 

受  審  人  ａ 

職  名 Ａ船長 

操縦免許 小型船舶操縦士 

受  審  人  ｂ 

職  名 Ｂ船長 

操縦免許 小型船舶操縦士 

 

本件について、当海難審判所は、理事官岸尾光一出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ｂの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和４年６月１９日１２時２９分 

和歌山県印南漁港南西方沖合 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 漁船Ａ       遊漁船Ｂ 
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  総 ト ン 数 １３トン       ９.７トン 

  登  録  長 １６.７３メートル １４.８３メートル 

  機 関 の 種 類 ディーゼル機関   ディーゼル機関 

   出    力                   ４２６キロワット 

   漁船法馬力数 ９３キロワット 

３ 事実の経過 

Ａは、船体中央やや船首寄りに操舵室を配し、同室前部中央にＧＰ

Ｓプロッター及び舵輪を、その左舷側にレーダー及び機関遠隔操縦装

置を、右舷側に魚群探知機をそれぞれ備えた小型機船底びき網漁業に

従事するＦＲＰ製漁船で、ａ受審人ほか１人が乗り組み、操業の目的

で、船首０.３メートル船尾１.５メートルの喫水をもって、令和４年

６月１９日０３時００分和歌山県和歌山下津港有田区を発し、印南漁

港南西方沖合の漁場に向かった。 

ところで、Ａの行う底びき網漁は、直径１２ミリメートル長さ約 

２００メートルのワイヤに繋いだ直径３２ミリメートル長さ約３０メ

ートルの合成繊維索に開口板を取り付けた、船尾から網の後端までの

長さが約３２０メートルの漁具を水深約５０メートルの海中に延出し、

投網に約１０分、えい網に約１時間、揚網に約２０分を要し、１回の

操業に１時間３０分前後を要するものであった。 

ａ受審人は、０５時３０分頃目的の漁場に到着し、トロールにより

漁ろうに従事している船舶であることを示す形象物を表示し、レーダ

ー及びＧＰＳプロッターをそれぞれ作動させて操業を開始した。 

ａ受審人は、１０時５５分半印南港横島防波堤灯台（以下「印南港

灯台」という。）から１８７.５度（真方位、以下同じ。）５.９４海

里の地点で、当日４回目のえい網を行うこととし、針路を３００度に

定め、２.４ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵に
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よって進行した。 

ａ受審人は、１２時２４分印南港灯台から２２３度５.６７海里の

地点で、右舷方１.１３海里にＢを初認し、甲板員を操舵室で見張り

に当たらせ、自身は舵輪後方で立った姿勢で操船に当たり、同船の動

静を監視しながらえい網を続けた。 

ａ受審人は、１２時２５分印南港灯台から２２３度５.６８海里の

地点に達したとき、Ｂが右舷正横後４度１,６８０メートルのところ

となり、その後、同船が衝突のおそれがある態勢のまま自船の進路を

避けずに接近するのを認めたが、Ｂが操業中の自船を避けるものと思

い、警告信号を行わず、間近に接近しても、行きあしを止めるなど、

衝突を避けるための協力動作をとらなかった。 

こうして、ａ受審人は、同じ針路、速力で続航し、１２時２７分黄

色回転灯を点灯し、１２時２９分少し前、至近に迫ったＢに衝突の危

険を感じ、右舵をとったものの、効なく、１２時２９分印南港灯台か

ら２２５度５.７２海里の地点において、Ａは、原針路、原速力のま

ま、その右舷船尾部にＢの船首が後方から７６度の角度で衝突した。 

当時、天候は晴れで風力２の南南東風が吹き、潮候は下げ潮の中央

期にあたり、視界は良好であった。 

また、Ｂは、船体中央やや船尾寄りに操舵室を、同室前方に客室を

それぞれ配し、操舵室前部中央に舵輪を、その左舷側にＧＰＳプロッ

ター及び機関遠隔操縦装置を、右舷側にレーダーをそれぞれ備えたＦ

ＲＰ製小型兼用船で、ｂ受審人が１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、

いずれも救命胴衣を着用し、遊漁の目的で、船首０.４メートル船尾

１.２メートルの喫水をもって、同日１２時００分印南漁港を発し、

同漁港南西方沖合の釣り場に向かった。 

ｂ受審人は、釣り客４人を客室に、同２人を船尾甲板にそれぞれ座
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らせ、自身は舵輪後方の椅子に腰掛け、ＧＰＳプロッター及び   

０.７５海里レンジとしたレーダーをそれぞれ作動させて印南漁港南

西方沖合を南下し、１２時２３分半僅か過ぎ印南港灯台から２２５度

４.４５海里の地点で、針路を２２４度に定め、１４.０ノットの速力

で、手動操舵によって進行した。 

ｂ受審人は、１２時２５分印南港灯台から２２５度４.７８海里の

地点に達したとき、左舷船首１０度１,６８０メートルのところにＡ

を視認することができ、同船がトロールにより漁ろうに従事している

船舶であることを示す形象物を表示し、低速力で航行していることか

ら、漁ろうに従事している船舶であることがわかり、その後Ａと衝突

のおそれがある態勢で接近する状況であったが、ＧＰＳプロッターの

操作に気をとられ、見張りを十分に行わなかったので、このことに気

付かなかった。 

こうして、ｂ受審人は、Ａの進路を避けずに続航し、１２時２９分

僅か前、船首至近に同船を認めたものの、どうすることもできず、Ｂ

は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 

衝突の結果、Ａは、右舷船尾部外板に破口等を生じ、Ｂは、船首部

外板に亀裂を伴う擦過傷を生じたが、後にいずれも修理され、ａ受審

人が腰痛症等を、Ａの甲板員が頚部挫傷等をそれぞれ負った。 

 

 （航法の適用） 

 本件は、印南漁港南西方沖合において、底びき網をえい網しながら西

行中のＡと南下中のＢが衝突したもので、衝突地点付近は特別法である

海上交通安全法及び港則法の適用海域でないことから、一般法である海

上衝突予防法が適用されることとなる。 

 本件当時、視界は良好で両船は互いに他の船舶の視野の内にある状況
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の下、Ａは、トロールにより漁ろうに従事している船舶であることを示

す形象物を表示し、低速力で航行していることから、漁ろうに従事して

いることがわかり、Ｂは、航行中の動力船に該当することから、本件は、

海上衝突予防法第１８条の各種船舶間の航法によって律するのが相当で

ある。 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、印南漁港南西方沖合において、航行中のＢが、見張り不

十分で、漁ろうに従事しているＡの進路を避けなかったことによって発

生したが、Ａが、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をと

らなかったことも一因をなすものである。 

 ｂ受審人は、印南漁港南西方沖合において、釣り場に向けて航行する

場合、接近する他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべ

き注意義務があった。しかるに、同人は、ＧＰＳプロッターの操作に気

をとられ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、トロール

により漁ろうに従事しているＡに気付かず、同船の進路を避けないまま

進行して衝突を招き、Ａ及びＢ両船それぞれに損傷を生じさせ、ａ受審

人及びＡの乗組員をそれぞれ負傷させるに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

ａ受審人は、印南漁港南西方沖合において、トロールにより漁ろうに

従事中、Ｂが衝突のおそれがある態勢のまま自船の進路を避けずに接近

するのを認めた場合、行きあしを止めるなど、衝突を避けるための協力

動作をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、Ｂが操業中の自

船を避けるものと思い、衝突を避けるための協力動作をとらなかった職

務上の過失により、衝突を招き、Ａ及びＢ両船それぞれに損傷を生じさ
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せ、自船の乗組員を負傷させ、自身も負傷するに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

よって主文のとおり裁決する。 

 

令和５年８月３日 

     神戸地方海難審判所 

          審 判 官  前  田  昭  広 


